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平成② 

独立行政法人都市再生機構 令和５年度 年度計画 

 

独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人通則法（平成 11年

法律第 103 号）第 30 条第１項の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けた平成 31年４月

１日から令和６年３月 31日までの期間における機構の中期目標を達成するための計画に基

づいた令和５年４月１日から令和６年３月 31日までの期間における業務運営に関する計画

を以下のとおり定める。 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

１ 政策的意義の高い都市再生等の推進 

（１）都市政策上の課題解決に資する都市再生の推進 

都市再生の推進に当たっては、都市の国際競争力と魅力を高める都市の再生、地域

経済の活性化とコンパクトシティの実現を図る地方都市等の再生、防災性向上によ

る安全・安心なまちづくりが必要である。その際多数の関係者間の意見調整や利害調

整の困難性、公共施設整備と民間の都市開発事業とのスケジュールのミスマッチ、初

動期の資金確保の困難性、用地先行取得等に関する民間事業者の負担能力を超えた

リスク、多様なニーズに対応するまちづくりに係る地方公共団体のノウハウ・人材等

が十分でないこと等が都市再生を推進する上での隘路となっている。 

このため、地域の政策課題を踏まえた広域的な視点や公的機関としての中長期的

な視点を持って、機構の公共性、中立性、ノウハウを活かし、基本構想の立案から事

業計画の策定、関係者間の段階的な合意形成等のコーディネートの実施や、民間事業

者・地方公共団体等とのパートナーシップの下、政策的意義の高い事業を実施するこ

とにより、民間投資を誘発し、都市再生の推進を図る。 

なお、事業等の実施に当たっては、環境負荷の低減や自然との共生、近未来技術の

社会実装について十分配慮するとともに、地区の実情に応じた多様な事業等手法を

活用する。また、地域の多様な主体が参画・連携するまちづくりの仕組み・組織であ

る地域プラットフォームの形成や共同出資による開発型ＳＰＣの活用等により民間

事業者等との連携を図る。さらに、交流・滞在空間の創出も視野に、大規模開発や高

度利用によらない個性や界隈性を活かした長期的なエリア再生、公的不動産の活用

や公共公益施設再編によるまちづくり、エリアマネジメント等による持続可能なま

ちづくりを推進する。 

併せて、持続的に政策的意義の高い都市再生を推進するに当たり、機構が負担する

土地の長期保有等の事業リスクに見合った適正な収益を確保し、収益の安定化を図

る。 
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① 都市の国際競争力と魅力を高める都市の再生 

国際的な都市間競争の激化に対応し、都市の国際競争力の強化と都市の魅力の

向上を図るため、大都市等においては、国際都市に向けた環境整備、競争力を強化

する交通インフラの整備や老朽化したインフラの対策など、今後の我が国の経済

基盤等の確立に必要不可欠な国家的プロジェクトや、土地利用の高度化、都市機能

の多様化、交通結節機能の強化、公共空間の創出、都市景観の改善、良質な住宅供

給の促進及び緑化の推進等による質の高い生活環境の確保など、都市の魅力の向

上に資するプロジェクトに積極的に関与し、民間事業者等との多様な連携の下、こ

れらの実現に向けた基本構想の立案から事業計画策定、関係者間の段階的な合意

形成等に係るコーディネート及び都市再生事業を実施する。 

また、都市再生事業の実施に当たっては、市街地再開発事業、土地区画整理事業

等の各種制度を活用して進める。 

 

② 地域経済の活性化とコンパクトシティの実現を図る地方都市等の再生 

地方公共団体による持続可能な都市経営を実現するため、地方公共団体等を支

援し、地方都市や大都市圏の近郊都市においては、地域経済の活性化及び一定の人

口密度を保ち都市機能を適正に配置したコンパクトシティの実現に向けた都市構

造の再構築を推進する。 

その際、地域経済の活性化とコンパクトシティの実現を図るため、地方公共団体

とのパートナーシップの下、観光・産業・子育て・福祉・環境等地域の特性や資源

を活かしながら、広域的な視点からまちづくりを推進し、まちづくりの構想の立案、

計画づくり、施策の具体化、関係者間の段階的な合意形成等に係るコーディネート

を実施するとともに、集約すべき地域への都市機能・居住の誘導、遊休不動産や既

存建物の有効活用、機構による土地等の長期保有を含めた低未利用地の再編や老

朽建物の再整備等を実施する。 

また、事業等の実施に当たっては、国や地方公共団体の施策との連携、民間事業

者等との連携等を図りながら、機構が有するノウハウ・人材・ネットワークを活用

して進める。 

 

③ 防災性向上による安全・安心なまちづくり 

都市災害に対する脆弱性の克服、自然災害が発生した場合における被害の最小

化及び都市機能の安定的な継続性の確保を図るため、地方公共団体等を支援し、密

集市街地等の防災対策の推進が必要な区域においては、地方公共団体等と連携の

上、道路・防災公園等のインフラ整備、老朽化したマンション等住宅・建築物の更

新などによる耐震化、ターミナル駅周辺等の帰宅困難者対策、備蓄物資等を確保し

た災害に強い拠点の整備など、都市の防災性の向上や減災対策を推進する。 
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密集市街地の整備改善に当たっては、協議会や計画策定への支援、避難路等及び

これと一体的な沿道市街地の整備、土地取得等を通じた老朽木造建築物の更新等に

よる不燃化促進や従前居住者用賃貸住宅の整備に加え、生活支援機能の導入等の住

環境の向上も含めた総合的な取組を推進する。 

また、南海トラフ地震等に備える地方公共団体等に対して、東日本大震災におけ

る復旧・復興支援等から得た経験を踏まえた計画策定や避難施設の配置などに係

る支援を通じて事前防災まちづくりを促進する。 

マンションの管理者等からの委託を受けた場合には、老朽化等により除却する

必要のある分譲マンションの再生に向けたコーディネートを実施する。 

 

これまでの経験や専門知識を活かしつつ、都市政策上の課題解決に資する都市再

生を推進するため、令和５年度中に 247 地区においてコーディネート及び事業を実

施し、中期目標期間以降も含めて、将来的に１兆 4,000億円規模（累計で２兆 1,000

億円規模）の民間建築投資を誘発し、２兆 8,000億円規模（累計で４兆 2,000億円規

模）の経済波及効果を見込む。 

 

（２）災害からの復旧・復興支援 

南海トラフ地震や首都直下地震、豪雨災害等の大規模な自然災害等が発生するお

それのあるなか、令和元年７月に災害対策基本法における指定公共機関に指定され

たことを踏まえ、国、関係機関との更なる連携の強化を図り、地方公共団体等に対し

機構の事前防災及び復旧・復興支援に係る啓発活動を行うとともに、災害発生時には

地方公共団体に対して、東日本大震災における復旧・復興支援等から得た経験を活か

した積極的な支援を行う。 

 

① 災害からの復旧支援 

災害が発生した際には、窓口を通じた情報収集や支援準備等初動対応を図る。ま

た、国等からの要請・依頼に応じて、危険度判定士や応急仮設住宅建設支援要員の

派遣、住家の被害認定調査等の支援を迅速に行うとともに、応急借上げ住宅として

のＵＲ賃貸住宅（機構が供給し、管理する賃貸住宅をいう。以下同じ。）の貸与や

応急仮設住宅の建設用地の提供等を行う。 

 

② 災害からの復興支援 

これまでの復興支援の経験を活かし、国等からの要請・依頼があった場合は、復

興に係るコーディネート等積極的な支援を行う。 

 

③ 発災時の円滑な対応に向けた活動 

災害の発生に備え、外部の専門家の知見の活用や内部研修等を通じて復旧・復興
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支援に対応できる人材の育成、ノウハウの蓄積・継承を図るとともに、災害発生時

に復旧や復興初動期の支援を迅速に実施できる機構内の体制を確保する。また、地

方公共団体等における人材の育成、ノウハウの醸成、復旧・復興への対応能力の向

上を図るため、これまでの復旧・復興支援の経験を活かし、地方公共団体等に対し、

事前防災、災害復旧工事マネジメント業務を含む復旧支援及びコンストラクショ

ン・マネジメント方式（ＣＭ方式）を含む復興支援に係る研修や啓発活動を 10回

実施することに加え、10 団体の地方公共団体等と、関係部局間における連絡体制

の構築等復旧・復興に資する関係を構築する。 

 

（３）都市開発の海外展開支援 

民間投資を喚起し持続可能な成長を生み出すための我が国の成長戦略・国際展開

戦略の一環として、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

（平成 30 年法律第 40 号）第６条に規定する業務について、同法第３条の規定に基

づき国土交通大臣が定める「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図

るための基本的な方針」（平成 30年国土交通省告示第 1066号）に従い、海外の都市

開発事業への我が国事業者の参入の促進を図る。具体的には、民間企業単独での参入

が困難な大規模な都市開発の事業等について、地区開発マスタープランの策定等の

業務を行う。そのほか、我が国事業者等の連携体制構築支援や海外展開に当たっての

技術支援、専門家派遣等の人的支援を行う。また、そのために必要な情報収集及び人

材の確保・育成を図る。 

これらの実施に当たっては、社会情勢等を踏まえながら、機構がこれまで蓄積して

きた都市開発のノウハウ等を活用しつつ、関係府省、我が国事業者及び関係公的機関

との連携を推進し、効果的に我が国事業者の参入を促進し、２件の海外の都市開発事

業等の協定・覚書を締結する。特に、官民プラットフォーム(J-CODE)の活動強化や独

立行政法人国際協力機構(JICA)及び株式会社海外交通・都市開発支援機構(JOIN)と

の連携強化により、案件形成につなげる。 

 

 

２ 多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まち（ミクストコミュニティ）の

実現 

ＵＲ賃貸住宅については、人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化に適切に対応す

るため、住宅セーフティネットとしての役割の充実を図るとともに、国民共有の貴重な

地域資源として政策的役割を果たすため、持続可能な経営基盤の確立に向け、ストック

量の適正化を進めつつ、多様な世代が安心して住み続けられる環境整備、持続可能で活

力ある地域・まちづくりの推進、ＵＲ賃貸住宅における安全・安心・快適な暮らしの実

現の３つの視点で、ＵＲ賃貸住宅ストックの多様な活用を行い「多様な世代が生き生き

と暮らし続けられる住まい・まち（ミクストコミュニティ）」の実現を目指す。 
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（１）多様な世代が安心して住み続けられる環境整備 

ＵＲ賃貸住宅においては、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、民間事業者等、

地域関係者と連携しつつ、地域の医療福祉拠点化や高齢者向け住宅の供給、安心して

子育てができる住環境の整備により、住宅セーフティネットとしての役割の充実を

図り、高齢者世帯、子育て世帯等の幅広い世代や多様な世帯が安心して住み続けられ

る住環境を整備する。また、多様化するライフスタイルへの対応を図るため、民間事

業者等との連携による生活支援サービスの提供等を行う。 

 

① 地域の医療福祉拠点化 

機構は、ＵＲ賃貸住宅団地内に地域に不足している医療福祉施設の誘致等を推

進し、ＵＲ賃貸住宅の生活環境の向上を図るとともに、周辺地域にも医療、福祉サ

ービス等が提供されることで、団地やその周辺地域において、安心して健やかに住

み続けることができるよう、平成 26年度からＵＲ賃貸住宅団地を活用した地域の

医療福祉拠点化（以下「地域医療福祉拠点化」という。）を進めており、今後も更

なる推進を図る。 

地域医療福祉拠点化に当たっては、地域と連携しつつ、地域に不足している医療

施設・介護施設・子育て支援施設等の充実を図るとともに、高齢者向け住宅や子育

て世帯向け住宅の供給等により幅広い世代や多様な世帯に対応した居住環境の整

備を進める。また、高齢者世帯だけでなく若者世帯、子育て世帯等を含むコミュニ

ティ醸成を推進することで地域における包括的な支援やサービスを提供する地域

包括ケアシステム等の体制の構築に貢献する。さらに、これらの施策を進めたこと

による効果を把握、分析し、その結果を適切に活用して地域医療福祉拠点化を推進

するものとする。 

地域医療福祉拠点化については、令和３年度末時点において、中期目標に定めら

れている「累計で 120団地程度」（概ね 1,000戸以上に限る。）の形成を前倒しで達

成。引き続き施策を推進し、令和５年度においては、新たに６団地（累計で 139団

地）の形成を目指す。 

 

② 豊かなコミュニティ醸成 

ＵＲ賃貸住宅団地を含む地域一体で、互いに交流し、支え合い、幅広い世代や多

様な世帯が生き生きと暮らし続けられる住まい・まち（ミクストコミュニティ）を

形成するため、団地内でのコミュニティ拠点の整備やイベントの開催等、交流、支

え合いの場の提供を推進する。 

また、地域のコミュニティを維持し、活性化させるとともに、健康寿命の延伸や

生きがいの創出に寄与するため、地域関係者や大学等との連携を図り、多様な世帯

の交流を促進させるとともに、高齢者の社会参画機会の創出等を図る。 
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③ 高齢者向け住宅の供給、見守りサービスの推進 

高齢者が団地に住み続けられる住環境を整備するため、既存のＵＲ賃貸住宅団

地を活用し、高齢者の自立した生活を前提とした地域優良賃貸住宅制度を活用し

た住宅の供給や見守りに関するサービスの推進等を行うほか、住替え支援等高齢

者の身体状況の変化に応じた対応などを推進する。 

併せて、高齢化や健康寿命の延伸の状況を踏まえ、ＵＲ賃貸住宅における高齢者

向けの住宅供給のあり方について検証する。 

 

④ 安心して子育てができる住環境の整備 

子育て世帯が安心して子育てしやすい住環境を整備するため、地域優良賃貸住

宅制度を活用した住宅、子育て世帯に配慮した設備等を備えた住宅等の子育て世

帯向け住宅の供給や子育て世帯に対する近居促進制度による支援の実施、子育て

支援施設の誘致、子育て世帯の相互交流や助け合いを支援するサービスの提供な

どを促進する。 

 

⑤ 多様なライフスタイルへの対応 

多様なライフスタイルに対応し、柔軟な働き方の実現に寄与するため、民間事業

者、大学等との連携により、高齢者世帯、子育て世帯等の生活利便性の向上に資す

る生活支援サービスの導入や、テレワークへの対応等を図る。これらの施策につい

ては、コロナ禍を契機とした生活様式や働き方の変化も踏まえて実施する。 

民間事業者等との連携に当たっては、民間事業者等の意向や収益性等、事業上の

課題を考慮し、機構と連携する民間事業者等がともに収益向上を図ることが可能

となる事業スキームを導入するなど、連携手法の多様化を図るとともに、民間等の

ノウハウを適切に活用することで、サービス水準の向上を図る。 

 

（２）持続可能で活力ある地域・まちづくりの推進 

団地再生に当たっては、ＵＲ賃貸住宅団地のみならずその周辺地域の価値や魅力

を高めるため、地域や団地の特性、住宅需要の動向、機構の経営環境を踏まえつつ、

地方公共団体や民間事業者等の多様な主体と連携、協力し、団地の役割・機能の多様

化を図ることにより、持続可能で活力ある地域・まちづくりを推進する。 

 

① 地域の魅力を高める団地への再生 

地域の魅力を高めるため、幅広い世代が安心して居住可能な環境整備を推進す

るほか、教育、業務、防災、交流、賑わい、柔軟に働ける場等の地域の多機能拠点

の形成、安全・安心で快適なオープンスペース等を備えた居住環境の創出、良好な

景観の形成等、団地の役割、機能を多様化させ、より一層、地域に開かれた団地に
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再生する。 

なお、事業の実施に当たっては、団地の特性、住宅需要の動向等を踏まえ、近接

地建替えの実施も視野にエリア単位での団地の統廃合・再配置等を図り、建替え、

集約、改善等を複合的、選択的に行い、資産の良質化とストック量の適正化を図る。 

また、事業を予定する団地においては、個別団地の状況等を踏まえ、必要に応じ

て、コミュニティの活性化、資産の有効活用の観点から、定期借家契約を導入する。 

全面借地方式市街地住宅及び特別借受賃貸住宅については、土地所有者等との

協議を行い、譲渡、返還等を着実に進める。 

 

② 地方公共団体等との連携による地域・まちづくりへの貢献 

持続可能で活力ある地域・まちづくりに貢献するため、地方公共団体等との密接

な意見交換の実施等により、地域の課題解決に資する連携・協力体制を構築する。

また、団地再生に併せて、地域に必要とされる拠点機能の整備、防災機能の強化、

コンパクトシティの実現に向けたまちづくり、団地に隣接する老朽化したマンシ

ョンの再生支援や公共公益施設の再編・再整備等を推進する。 

さらに、団地再生に伴い整備した敷地の民間事業者等への譲渡等を通じて、民間

事業者、社会福祉法人、医療法人等の多様な事業主体と協働し、医療、福祉、介護、

商業、生活支援施設等、地域に必要な拠点機能の整備を推進するとともに、民間事

業者の事業機会を創出する。 

 

これらの施策を推進することにより、令和５年度において団地再生事業により供

給する整備敷地等のうち、新たな機能の導入、又は既存の機能の強化を目的として供

給する割合について、50％を目指す。 

 

（３）ＵＲ賃貸住宅における安全・安心・快適な暮らしの実現 

ＵＲ賃貸住宅における安全・安心・快適な暮らしを実現するため、多様化する居住

ニーズに対応した魅力ある賃貸住宅の供給、適時・適切な修繕・維持管理等の実施等

により、賃貸住宅ストックの価値向上を図り、経営基盤を安定化させ、住宅セーフテ

ィネットとしての役割の充実など政策的役割を持続的に果たす。 

 

① 多様化するニーズに対応した賃貸住宅の供給 

国民の多様化する居住ニーズに対応するため、既存のＵＲ賃貸住宅について、建

替えやリノベーション、バリアフリー化等の改修を推進し、快適で魅力ある賃貸住

宅を供給する。なお、バリアフリー化率＊は、令和３年度末時点において、中期目

標に定められている「60％以上」を前倒しで達成。引き続き施策を推進し、令和５

年度末時点において 63％以上を目指す。 

また、地域や団地の特性に応じて、費用対効果を踏まえた投資を行うこととし、
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民間事業者等と連携、顧客満足度の向上と収益力の確保を図る。 

＊ ⅰ）２箇所以上の手すりの設置、ⅱ）屋内の段差解消、ⅲ）車椅子で通行可能

な広い廊下幅の確保の全部又は一部がなされた住宅の割合 

 

② 安全で安心なＵＲ賃貸住宅の提供 

安全で安心なＵＲ賃貸住宅を提供するため、適時・適切な計画的修繕、耐震改修

等を実施する。令和５年度においては 44棟の耐震改修等を行うことにより、住宅

棟のうち耐震基準（昭和 56年基準）が求める耐震性を有するものの割合を令和５

年度末時点において 95％以上とすることを目指す。 

高齢者世帯、子育て世帯、障害者、外国人等といった民間市場では入居に制約を

受けがちな世帯の公平な受け皿として、世帯属性に左右されない入居者の募集を

継続するとともに、ミクストコミュニティ形成の促進や利用者のニーズに対応す

るため、近居促進制度など様々な入居制度を活用しサービスの提供を行う。このほ

か、ＣＳ（顧客満足）の観点を踏まえつつ、契約内容説明のオンライン化等、ＤＸ

の推進を図る。 

また、引き続き、居住者との意思疎通を図り、信頼関係を強化する。 

さらに、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るため、その入居に関する地

方公共団体の要請等に対し、地方公共団体との役割分担を踏まえ、必要に応じてＮ

ＰＯ法人等との連携を図るなど、適切に対応する。 

 

③ 居住者の居住の安定の確保 

ＵＲ賃貸住宅に居住する低所得の高齢者世帯等に対して、国からの財政支援を

得つつ、家賃減額措置を適切に講じ、また、団地再生等の事業実施に伴い移転が必

要となる居住者に対しては、これに加え、移転先住宅の確保、移転料の支払い等の

措置を講ずることにより、居住者の居住の安定の確保に努める。 

 

 

３ 東日本大震災からの復興に係る業務の実施 

東日本大震災の復興事業については、津波被災地域での宅地等の引渡しが完了した

ものの、土地の有効活用など復興まちづくりへの対応が求められている地域もある。ま

た、福島県の原子力災害被災地域での支援が本格化する中、復興支援を引き続き機構の

最優先業務として位置づけ、適切に事業執行管理を行い、スケジュールを遵守し、施工

品質及び安全を確保しつつ、復興事業の着実な実施に努める。また、事業進捗に合わせ

た体制整備・機動的な組織運営を行う。 

 

（１）福島県の原子力災害被災地域における復興支援 

被災地方公共団体からの委託を受けた復興拠点整備事業等（既に宅地等の引渡し
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が完了した地区を含む累計７地区約 208ha。）を着実に実施するとともに、被災地方

公共団体からの復興拠点整備事業や復興まちづくりに係るコーディネート等の技術

支援の要請に応じ、引き続き、国と連携しながら、復興まちづくり支援を更に進める。 

 

（２）津波被災地域における復興まちづくりの推進 

被災地方公共団体から委託を受けた津波被災地における復興市街地整備事業（22

地区約 1,314ha。）等について、事業計画に基づき着実に実施し、令和２年度までに

宅地等引渡しを完了した。 

国、県及び被災地方公共団体の要請に応じ、復興まちづくりに係る技術支援を進め

る。 

 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 効率的な運営が行われる組織体制の整備 

（１）機動的・効率的な組織運営 

政策目的の実現並びに独立の経営体としての採算性の確保、経営効率の向上を図

るため、業務運営の効率化とともに最大限の成果を上げるべく組織の整備を行い、都

市機能の高度化及び居住環境の向上を通じた都市の再生、良好な居住環境を備えた

賃貸住宅の安定的な確保、災害からの復旧・復興支援、都市開発の海外展開支援等の

業務の実施において、社会経済情勢の変化に対し、ＳＤＧｓやＥＳＧ、ＤＸといった

視点を踏まえ的確に対応するとともに、継続的に事務・事業や組織の点検を行い、機

動的に見直しを行う。 

 

（２）管理会計の活用による経営管理の向上 

経営情報を適時適切に把握する等、機構の経営管理・活動管理に、管理会計を引き

続き活用する。 

 

 

２ 業務の電子化 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）や「情報シ

ステムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12月 24日デジタル大臣決定）も踏

まえたＤＸ推進方針に基づき、ＤＸを推進する。 

情報セキュリティ対策の強化やＩＴ技術の高度化にも対応しつつ、各業務システム・

情報開示のあり方の見直し・改善を行い、顧客ニーズの多様化へ対応した利便性の向上

を図るため、必要なＩＴ基盤の整備を計画的に進める。 

システムの整備及び管理にあたっては、デジタル庁が策定した「情報システムの整備

及び管理の基本的な方針」（令和３年 12月 24日デジタル大臣決定）に則り、システム
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の適切な整備及び管理を行うとともに、ＰＭＯの体制整備を行い、システムの整備及び

管理を行うＰＪＭＯへの支援を推進する。 

社会環境の変化を踏まえ、職員のワーク・ライフ・バランス推進、意思決定手続の迅

速化など業務の効率化・生産性の向上、ＲＰＡの効果的な活用を推進する。 

  ＢＩＭの活用を前提とした設計図書の作成等を試行的に実施し、効果的な活用方法

等の検証を進める。 

 

 

３ 適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

地方公共団体や民間事業者のみでは実施困難な都市再生事業等を推進する際には、

事業リスクの的確な把握・管理を行うことが必要であり、採算性を考慮した上で、以

下の通り事業着手の判断及び執行管理等を行う。 

① 新規事業着手に当たっては、機構が負うこととなる工事費、金利の変動等の事業

リスクを十分踏まえて経営計画を策定し、事業着手の可否を判断する。 

② 事業着手後においても、定期的に、又は土地取得・工事着工等の重要な節目にお

いて、事業リスクの管理及び採算性の把握等を行い、必要に応じて事業の見直しを

行う。また、その精度向上を図るため、適宜、事業リスクの管理手法の見直しを行

う。 

 

（２）事業評価の実施 

個別事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、機構独自

の事業評価規程等に基づき、新規、事業中及び事後の各段階に応じて、評価対象とな

る事業毎に、事業の必要性、費用対効果、進捗の見込み等について評価を行う。 

また、再評価及び事後評価に当たっては、事業評価監視委員会の意見を踏まえ、必

要に応じた事業の見直し、継続が適当でない場合の事業中止等の対応方針を定める。 

 

 

４ 一般管理費、事業費の効率化 

一般管理費（人件費、公租公課及び基幹系システム再構築に係る経費を除く。）につ

いて、第三中期目標期間の最終年度（平成 30年度）と中期目標期間の最終年度（令和

５年度）を比較して３％以上に相当する額を削減する。 

また、事業費については、引き続き、事業の効率的な執行に努めるとともに、市場や

調達環境の分析を行い、入札契約方式の見直しや、新たな制度の導入、調達方法の最適

化、発注の効率化等を推進し、コスト縮減を図るなど、コスト構造の改善をより一層推

進する。なお、都市再生事業及び賃貸住宅事業において、多様な民間連携手法を活用し、

事業特性やリスクに応じた適正な収益を確保することを前提に、政策的意義が高い事
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業や機構の収益改善効果が高い事業に重点的に配分する。 

 

 

５ 入札及び契約の適正化の推進 

入札及び契約手続における透明性の確保、公正な競争の確保、不正行為排除の徹底及

び調達の合理化等を推進し、公共事業を実施する者としての信頼性が確保されるよう、

入札談合等関与行為を確実に防止する観点から、引き続き研修等を行うとともに、必要

に応じ更なるコンプライアンスの推進や入札及び契約手続の見直し等を実施する。ま

た、働き方改革を推進する観点から入札及び契約手続の改善を進める。これらについて

は、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月 25日

総務大臣決定）に基づいた「調達等合理化計画」において適切に反映し、当該計画の策

定及び公表を行う。更に、当該計画の取組状況について、年度終了後に自己評価を行い、

併せてその結果についての公表を行う。 

また、入札・契約の適正な実施について、監事の監査によるチェックを受けるものと

する。 

 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 財務体質の強化 

将来の金利上昇等の経営環境の変化に対応するため、以下の方策を着実に実行する。 

賃貸住宅事業における家賃収入や都市再生事業における譲渡収入の最大化及び全社

的なコスト削減により、キャッシュフローの最大化を図る。 

令和２年度末時点において、中期目標に定められている「有利子負債残高２兆円削減」

を前倒しで達成。引き続き、稼得したキャッシュフローにより、令和５年度末有利子負

債残高を令和４年度末比で 680 億円削減するとともに、都市再生事業における新規地

区の立ち上げ促進や、賃貸住宅事業におけるストックの活用・再生による資産の良質化

の加速など、戦略的な投資を行い、持続的な経営基盤の確立を図る。 

資金調達に当たっては、金融情勢を踏まえ、借入や債券発行の多様化を図るとともに、

ＩＲ活動の強化を通じて、財務基盤を支える投資家層の拡大と機構事業に対する広い

賛同の獲得に努める。 

 

 

２ 予算 

別表１のとおり。 

 

 

３ 収支計画 
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別表２のとおり。 

 

 

４ 資金計画 

別表３のとおり。 

 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額 ： 3,800億円 

想定される理由 ： 予見しがたい事由による一時的な資金の不足に対応する。 

 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

該当なし。 

 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生したときは、業務の充実、広報活動の充実、職員の研修機会

の充実等に充てる。 

 

 

Ⅶ その他業務運営に関する重要な事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

該当なし。 

 

 

２ 中期目標の期間を超える債務負担 

中期目標期間中の事業を効率的に実施するために、次期中期目標期間にわたって契

約を行うことがある。 

 

 

３ 独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第 100 号）第 33 条第２項（附則第 12

条第７項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する積立金の使途 

独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第 100 号）第 33 条第２項の規定に基

づき主務大臣の承認を受けた積立金は、同法第 11条に規定する業務に係る借入金の金

利変動リスクへの対応に充てるものとする。 
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４ 内部統制の適切な運用 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 26年 11月 28日

付総務省行政管理局長通知）を踏まえ、業務方法書に定めた事項を確実に実施するとと

もに、理事長のリーダーシップのもと、内部統制会議等において、内部統制を推進する

業務運営等について実態の検証・確認、必要な見直し等を行い、内部統制の仕組みが有

効に機能することを確保する。 

また、業務実施の障害となる要因として識別したリスクに適切に対応するため、機構

内におけるリスクコミュニケーションの活性化等により、リスク管理の実効性向上を

図る。 

コンプライアンスに関する研修の実施、内部監査に従事する職員の資質及び能力の

更なる向上等により、内部統制の一層の充実・強化を図る。 

 

 

５ 業務運営の透明性の確保等 

（１）業務運営の透明性の確保 

業務運営に関する透明性の確保を図り、機構業務の説明責任を果たすため、財務情

報、業務の実施状況等について、ホームページに掲載するとともに、事業報告書等の

各種報告書の内容を充実させるなど、より国民が利用しやすい形で情報提供する。 

 

（２）情報セキュリティの確保 

「サイバーセキュリティ戦略」（令和３年９月 28日閣議決定）等の政府方針を踏ま

え、適切な情報セキュリティ対策を推進する。 

また、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に基づき、規

程やマニュアルの見直し等を引き続き行うとともに、国、関係機関等と脅威情報を共

有しつつ、増加が予想される外部からの不正アクセス等に対して、ソフト・ハードウ

ェア両面での対策を継続して実施する。 

さらに、役職員に対する研修を実施し、情報セキュリティリテラシーの更なる維

持・向上を図る。 

 

（３）個人情報の保護 

個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）

に基づき適切な対応を行うとともに職員に対する研修を実施し、適切な管理の徹底

を図る。 

 

 

６ 人事に関する計画 
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（１）方針 

人員については、都市開発の海外展開支援、団地再生等の各事業における政策上の

重要性の増大を勘案し、業務上、経営上の目標の達成のために必要な人員を適正な規

模で配置しつつ、ニュータウン事業の収束、東日本大震災の復興支援の進捗状況及び

各事業における必要性等を踏まえ、規模の縮減に努める。また、災害発生時等の緊急

時には、社会から期待される役割を果たすため、重点的な人員配置を行う。 

 

（２）人材育成 

社会情勢の変化を踏まえ、事業全体をマネジメントする能力など機構の業務に求

められる能力・専門性を向上させるため、OJT（職場内研修）・OffJT（職場外研修）

及び自己啓発支援を実施するとともに、配置任用計画との適切な連携により、これま

で都市再生、賃貸住宅に係る業務や東日本大震災からの復興に係る業務等を通じて

培ってきた機構のノウハウ、技術力を承継する。さらに、新たな政策課題等に対応す

るため、人材の確保・育成に関する方針に基づき、デジタル人材を含め高度な専門性

を有する人材の確保・育成及び国、地方公共団体、他の独立行政法人等外部組織との

人材交流、外部機関主催の研修への派遣等による人材育成を実施する。 

 

（３）人件費管理の適正化 

独立行政法人改革等に関する基本的な方針及び独立行政法人通則法第 50 条の 10

の規定の趣旨を踏まえ、給与について、その水準が事務・事業の特性等を踏まえたも

のとなるよう留意しつつ、引き続き個人業績の反映強化を行うとともに、令和元年度

に導入した業績連動型賞与制度を適切に活用することで、優れた人材を継続的に確

保し定着させるとともに、その士気の向上を図る。 

 

（４） ダイバーシティの推進 

多様化する社会ニーズに対応し、働き方改革を推進するため、女性の積極的な採用

や女性が活躍しやすい環境整備、育児や介護と両立しながら働き続けることのでき

る環境整備、障害者も含む多様な人材の就業継続支援、職員の理解向上を図るととも

に、時間と場所に捉われない多様で柔軟な働き方がしやすく、職員の生産性の向上や

創造力の発揮に資する電子機器等の導入・活用及び職場環境の整備を進める。 

 

 

７ 保有資産の適切な管理・運用 

機構が賃貸に供している敷地その他の機構が保有する資産については、地域づくり・

まちづくりにおける課題への対応、経営管理等の観点を踏まえ、適切に管理・運用を行

う。 
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８ 環境及び都市景観への配慮 

事業実施に当たっては、地球温暖化対策の推進、建設工事等により発生する建設副産

物等のリサイクルや環境物品の調達を積極的に推進するとともに、都市の自然環境の

適切な保全や良好な都市景観の形成を図り、美しく、環境負荷が低減された安全で快適

なまちづくりを推進する。 

 

（１） 地球温暖化対策の推進 

政府の温室効果ガス総排出量の削減目標を踏まえ、機構業務のあらゆる分野にお

いて、地球温暖化対策実行計画（UR-eco Plan 2019）に基づき、二酸化炭素排出量の

削減を推進する。 

また、政府の「2050 年カーボンニュートラル」宣言及び「地球温暖化対策計画」

（令和３年 10月 22日閣議決定）、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成 27年法律第 53号）、UR-eco Plan 2019を踏まえ、ＵＲ賃貸住宅の省エネルギ

ー性能の向上や再生可能エネルギーの創出を促進するとともに、次期地球温暖化対

策実行計画の検討を行う。 

 

（２） 建設副産物のリサイクルの推進 

循環型社会の形成に向けて、国の「建設リサイクル推進計画 2020」（令和２年９月

30 日国土交通省公表）に準拠して設定した建設副産物の再資源化率等の目標値の達

成を目指して、建設工事等により発生する建設副産物について、その発生を抑制し、

リサイクルを図る。なお、国の建設リサイクル推進計画が改定された場合は、その計

画を踏まえてリサイクルを推進する。 

さらに、ＵＲ賃貸住宅の建替え等においては、建物内装材の分別解体・再資源化等

を推進し、建設混合廃棄物の削減を図る。 

 

（３）環境物品等の調達 

環境物品等の調達については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（平成 12年法律第 100号）に基づき行うこととし、令和５年度における特定調達

品目等の調達の目標は、同法第６条の規定に基づき、国が定めた「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針」（令和５年２月 24日閣議決定）の基準を満たしたものを、

公共工事において調達する場合を除き、100％とする。 

また、特定調達品目等のうち、公共工事については、同基本方針に基づき、的確な

調達を図る。 

 

（４） 都市の自然環境の保全・創出 

環境負荷の低減や居心地のよい空間形成を図るために、既存樹木の保存・移植等に
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よる緑地の保全や、既成市街地における屋上等建築物の緑化、周辺環境と連携した生

物多様性の配慮、雨水浸透工法による地下水涵養等、グリーンインフラを活用したま

ちづくりを推進し、都市の自然環境の保全・創出を図る。 

 

（５）良好な都市景観の形成 

にぎわいの形成を図る等地域の価値向上や住民の都市や団地に対する愛着や誇り

を醸成させるために、地域の自然、生活、歴史、文化等の特性や、機構が継承してき

た建物や樹木等の環境資源を積極的に活用し、新たな価値を加える建物のリノベー

ション・コンバージョン、プレイスメイキングの視点も踏まえた居心地のよい団地の

屋外空間や公的空間への再生、ランドマークの創造や良質な街並みの形成等を推進

し、質の高い景観形成を図る。 

 

 

９ 国の施策等に対応した研究開発の実施及び成果の社会還元 

ＤＸの推進を始めとする国の施策等への対応、機構事業の持続的な推進及び新たな

サービス等の展開を見据え、技術的検討や社会実装に向けた実証実験等の研究開発を

機構事業のフィールドで行うとともに、得られた成果については積極的に社会還元す

る。 

 

（１）研究開発の実施 

集合住宅ストックの維持・更新・再生、災害への対応、地域活性化、環境負荷低減

等に係る研究開発を重点的に行う。 

なお、ＡＩ・ＩｏＴ、自動運転、ＭａａＳ等の急速な技術革新やＢＩＭ・ＣＩＭ及

びスマートシティ推進、ドローン活用への対応、コスト縮減、商品性・生産性の向上、

施工上の安全性向上・効率化等に資する技術について、国の研究機関、学識者、民間

事業者等との共同研究や実証実験等、関係者と連携した研究開発を積極的に推進す

る。 

 

（２）成果の社会還元 

蓄積した研究開発の成果は、機構事業への実装を図るとともに、広く社会へ還元す

るため、研究報告会の開催、学会への発表、地方公共団体の研修への協力、民間事業

者への周知活動、団地初の登録有形文化財となった旧赤羽台団地の保存住棟等の活

用、情報発信施設整備の推進等により情報発信を着実に実施し、普及を図る。
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